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自己株式の取得に関するお知らせ
（商法第 210 条に基づく自己株式の取得）

当社は、本日開催の取締役会において、商法第 210 条の規定に基づく自己株式の取得につい

て、下記のとおり平成 15 年 6 月 21 日開催予定の当社第 23 回定時株主総会に付議することを決

議いたしましたのでお知らせいたします。

記

１．自己株式の取得を行う理由

当社は、商法第 221 条ノ 2 の規定に基づき、平成 15 年 6 月 21 日開催予定の当社第 23 回

定時株主総会に付議する定款の一部変更により、単元未満株式の買増制度を導入することと

いたしました。同制度導入に伴う単元未満株主からの売渡請求に対応するため、商法第 210

条の規定に基づき、以下のとおり自己株式の取得を行うものであります。

２．取得の内容

（１） 取得する株式の種類 当社普通株式

（２） 取得する株式の総数 150,000 株（上限）

（発行済株式総数に対する割合 0.14％）

（３） 株式の取得価額の総額 4 億 5 千万円（上限）

（注）上記の内容については、平成 15 年 6 月 21 日開催予定の当社第 23 回定時株主総会にお

いて「自己株式取得の件」が承認可決された後、次期当社定時株主総会の終結の時まで

の期間に係るものであります。

以  上


